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１.装備計量について
サーキット指定のシートクッション

及び自作のシートクッション(2.5kg以内）を
装備重量として計量が可能となります。

自作のシートクッションを使用する場合、
重量増を目的とした加工は禁止いたします。
シートクッション込みの計量をされた方はシートクッション込みの計量をされた方は

途中でシートクッションの不使用等の変更は出来ません。
計量の際にはシートクッションを持参してください。


